
測量等業務特記仕様書作成要領に基づく特記仕様書標準様式の一部改正について 

 

測量等業務特記仕様書作成要領（平成１８年１０月２６日付第２００６００１０５０６４号鳥取県県土整備部長通知）に基づく特記仕様書標準様式の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。 

改正後 改正前 

標準様式【共通】 

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    業務内容   

追加    資料の貸与及び返却   

追加    関係官公庁への手続き等   

追加    地元関係者との交渉等   

追加    成果物の提出   

追加    業務カルテ登録方法   

追加    関連業務   

追加    疑義等   

追加    見積り等   

追加    労働環境の改善に向けた取組   

追加    新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止対策 

  

追加    遠隔臨場   

追加    設計変更等取扱要領   

追加    情報共有システム   

追加    その他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準様式【共通】 

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    業務内容   

追加    資料の貸与及び返却   

追加    関係官公庁への手続き等   

追加    地元関係者との交渉等   

追加    成果物の提出   

追加    業務カルテ登録方法   

追加    関連業務   

追加    疑義等   

追加    見積り等   

追加    労働環境の改善に向けた取組   

追加    新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止対策 

  

追加    その他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記載例【共通】 

 業務名 ： ○○○道  ○○○号線 道路改良工事「道路詳細測量設計業務」 

特 記 仕 様 書 

 第１（略） 

 第２（略） 

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    業務内容  (略) 

追加    資料の貸与及び返却  (略) 

追加    関係官公庁への手続き等  (略) 

追加    地元関係者との交渉等  (略) 

追加    成果物の提出  成果物は、下記のとおりとする。（必要

なものを記載する） 

・報告書 １部 

（必要に応じ、解析調査、営業調査等

の記載を行う） 

・図面（Ａ３縮小版） １部 

・写真集（現場写真、コア標本箱写真） 

一式 

・標本箱 一式 

・電子媒体（CD-ROM又はDVD-R）２部 

・紙媒体 １部 

 また、本業務は、電子納品対象業務

で あ り 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/17

1188.htm に掲載された本業務調達公

告日時点で最新の「鳥取県電子納品・

情報共有運用ガイドライン」によるこ

と。別途定める「鳥取県電子納品・情

報共有運用ガイドライン」に従い、成

果物を作成、納品すること。 

 

追加    業務カルテ登録方法  受託者は、財団法人日本建設情報総

合センターへ、フロッピーディスクの

郵送又はインターネットを通じてオ

ンラインで登録することが出来る。 

追加    関連業務  (略) 

追加    疑義等  (略) 

追加    見積り等  (略) 

追加    労働環境の改善に向けた取組  (略) 

追加    新型コロナウイルス感染症の  (略) 

記載例【共通】 

 業務名 ： ○○○道  ○○○号線 道路改良工事「道路詳細測量設計業務」 

特 記 仕 様 書 

 第１（略） 

 第２（略） 

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    業務内容  (略) 

追加    資料の貸与及び返却  (略) 

追加    関係官公庁への手続き等  (略) 

追加    地元関係者との交渉等  (略) 

追加    成果物の提出  成果物は、下記のとおりとする。（必要

なものを記載する） 

・報告書 １部 

（必要に応じ、解析調査、営業調査等

の記載を行う） 

・図面（Ａ３縮小版） １部 

・写真集（現場写真、コア標本箱写真） 

一式 

・標本箱 一式 

・電子媒体（CD-ROM又はDVD-R）２部 

・紙媒体 １部 

 また、本業務は、電子納品対象業務

であり、別途定める「鳥取県電子納品・

情報共有運用ガイドライン」に従い、

成果物を作成、納品すること。 

 

 

 

 

 

 

追加    業務カルテ登録方法  受託者は、財団法人日本建設情報総

合センターへ、フロッピーディスクの

郵送又はインターネットを通じてオ

ンラインで登録することが出来る。 

追加    関連業務  (略) 

追加    疑義等  (略) 

追加    見積り等  (略) 

追加    労働環境の改善に向けた取組  (略) 

追加    新型コロナウイルス感染症の  (略) 



感染拡大防止対策 

追加    遠隔臨場  当業務は遠隔臨場の対象である。遠

隔臨場の活用を希望する場合は、

https://www.pref.tottori.lg.jp/30

7254.htm に掲載された本業務調達公

告日時点で最新の「鳥取県建設工事・

測量等業務の遠隔臨場に関する実施

要領」によること。 

 

追加    設計変更等取扱要領  設 計 変 更 等 に つ い て は 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/30

3205.htmに掲載された最新の「測量等

業務設計変更等取扱要領」によるこ

と。 

追加    情報共有システム  当業務は情報共有システムの対象

である。情報共有システムの活用を希

望 す る 場 合 は 、

https://www.pref.tottori.lg.jp/17

1188.htm に掲載された本業務調達公

告日時点で最新の「鳥取県電子納品・

情報共有運用ガイドライン」によるこ

と。 

追加    その他   
 

感染拡大防止対策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加    その他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


